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様式第３ 

会  議  録 

 

会   議   名 令和５年度第２回野田市障がい者基本計画推進協議会 

議題及び議題毎の 

公開又は非公開の別 

１ 報  告 

(1) 障害福祉サービス事業者等に対するアンケート調

査及びヒアリングの結果について（報告）（公開） 

２ 議  題 

(1) 第４次野田市障がい者基本計画及び第７期野田市

障がい福祉計画・第３期野田市障がい児福祉計画の

概要について（公開） 

日       時 
令和５年10月６日（金） 

 午後１時30分から午後２時35分まで 

場       所 中央公民館１階 講堂 

出 席 者 氏 名 

会 長 小林 幸男 

副会長 髙峰 啓三 

委 員 上木  昭  小倉 明美  加藤 満子 

熊沢 英也  田代かさね  幡野喜志子 

増田 雅樹  松岡  巌  小暮 正男 

岩木 博之  香山  啓  猪越  裕 

新谷真紀子  星野 静江 

事務局 

今村 繁 （副市長） 

小林 智彦（福祉部長） 

岡田 勇貴（障がい者支援課長） 

山   優（障がい者支援課障がい者福祉係長） 

榎本由香梨（障がい者支援課相談支援係長） 

林  晋也（障がい者支援課障がい者福祉係主査） 

山﨑 淳美（障がい者支援課障がい者福祉係主任主事） 

内田 遥香（障がい者支援課障がい者福祉係主事） 

中村 正則（企画調整課長） 

山本  茂（総務部参事兼行政管理課長） 

須賀 良平（市民生活課長） 

森下 元博（市民生活部次長兼防災安全課長） 

田中 徳寿（商工労政課長） 
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池澤 孝之（みどりと水のまちづくり課長） 

茂木 大介（スポーツ推進課長） 

中山 高裕（都市部参事兼都市整備課長） 

海老原純一（生活支援課長） 

山口 忠司（高齢者支援課長） 

宮  英雄（人権・男女共同参画推進課長） 

内田 一也（児童家庭課長補佐） 

武田 真弓（子ども保育課長補佐） 

峯崎 光春（保健センター長） 

秋鹿弥由紀（保健センター長補佐兼子どもの発達相談室長） 

田村 秀一（選挙管理委員会事務局長補佐） 

戸塚  進（生涯学習部次長兼教育総務課長） 

安藤 剛行（生涯学習課長） 

間々田英示（指導課長） 

欠 席 委 員 氏 名 
委 員 清本健二郎  谷口 勲  髙野 紗生 

角田 敏雄 

傍   聴   者 ３名 

障がい者支援課 

障がい者福祉係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

 

加藤委員 

 

 

 

令和５年 10月６日 午後１時 30分、開会を宣言 

欠席の委員を報告した。 

会議の成立を報告した。 

会議録作成のため録音機を使用することを報告する

とともに、発言について説明した。 

審議の公開について報告した。 

人事異動に伴い就任した委員を紹介した。 

新たに就任した委員から自己紹介 

 

＜手話学習＞ 

 

報告１ 障害福祉サービス事業者等に対するアンケ

ート調査及びヒアリングの結果について 

事務局から報告を受けた。 

質問等を委員に問うた。 

 

大変な作業に感謝申し上げる。 

事業所の職員の皆様が一生懸命に回答してくださっ

たことから、素案の後でも構わないので、その後の進
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障がい者支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

 

 

 

 

上木委員 

 

 

 

障がい者支援課長 

 

 

新谷委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

捗や結果報告について準備が進んでいるかどうか伺

う。 

 

今回の報告では、事業所へのヒアリング結果やそれ

に基づく課題の整理をお示した。今後の計画策定では、

これらの課題を元に、新たな計画にどのような施策を

反映させるかが一つのテーマとなる。また、計画に反

映させた施策の進捗状況などについては、本協議会に

報告し、委員の皆様に評価や検証をしていただくこと

となる。 

 

ほかに質問を問うた。 

質問等なし。 

議題１ 第４次野田市障がい者基本計画及び第７期

野田市障がい福祉計画・第３期野田市障がい児福祉計

画の概要について 

事務局から説明を受けた。 

質問等を委員に問うた。 

 

資料５ページの基本理念が、「個性を尊重し支え合う

共生社会の構築し」となっており、文章が通じていな

い。 

 

御指摘の基本理念の部分について、文章が通じるよ

う修正する。 

 

ライフサポートファイルの活用を計画に盛り込んだ

ことに感謝申し上げる。本日、私からお伝えしたいこ

とが２点ある。 

まず第一に、野田市において一貫した特別支援教育

の体制作りをお願いしたい。なぜなら、先生や学校が

変わるたびに子供の支援内容や方法が変わると、子供

たちが混乱してしまい、不安定になってしまうからで

ある。その結果、発達障がいのある子供たちは本来で

きることさえできなくなり、学校生活での困りごとが

増えることになる。この困りごとは、先生たちにとっ

ても負担となる。 
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指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新谷委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導課長 

 

第二に、先生方が発達障がいに対する深い理解と正

しい知識を得るために、野田市や教育委員会が一貫し

た学びの場を設けていただきたい。なぜなら、正しい

知識が適切な支援につながり、それが子供たちの学校

生活を円滑にし、先生たちの負担を減らすからである。 

先生方や教育委員会の皆様がお忙しいことは承知し

ているが、子供たちと先生方のために、上記の点を御

検討いただき、実行に移していただけることを心から

願っている。 

 

御意見いただき感謝申し上げる。野田市教育委員会

では、毎年度、野田市特別支援教育基本方針を策定し、

各学校に周知している。この方針は、千葉県特別支援

教育推進基本計画などを参考にし、障がいのある子供

たちへの学びと支援体制の充実、ＩＣＴの活用による

教育の質向上、教員の専門性向上など教員が特別支援

教育を進めていく上での柱として計画している。 

さらに、更に深い理解のもとで、教員が子供たちに

良い支援ができるように教員の学びの場として、年数

回、特別支援教育の研修会などを開催している。 

今回頂いた御意見を踏まえ、より多くの教職員に特

別支援教育を理解させ、子供たちの支援に当たるよう

に努めていきたいと考えている。 

 

回答に感謝する。 

先生方の異動や、小学校から中学校への進学時に、

先生によってやり方が異なる場面を多く見てきた。そ

れによって、子供たち、先生方双方が困ってしまう場

面も今まで見てきた。 

野田市としての一貫した支援教育において、どうし

ても先生方に、より深い知識を得ていただきたいとい

う思いが強い。 

この先、子供たちが進級したり、学校が変わったり

した際、どの先生に当たっても同じ支援を受けられる

ということにつながる活動なのか。 

 

委員の御指摘のように、現在、教員の若年層が増え

ている状況もあり、どの教員も同じような支援、対応
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新谷委員 

 

 

加藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

熊澤委員 

 

 

 

 

 

 

障がい者支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ができているかというと不十分な点があるかと考えて

いる。 

御意見を頂いたことから、どの子供たちにも同じ支

援ができるよう、研究を進めていきながら教育委員会

として教員指導に当たっていきたいと考えている。 

 

切に願っている。 

よろしくお願いしたい。 

 

新谷委員の御意見や思いについて、相談員をしてい

る立場から一言付け加えさせていただきたいと思う。 

本当に新谷委員と同じような御家庭の方で、思い悩

み、困っている方々が多くいる。それが、なかなか改

善されないのは一体なぜだろうといつも疑問に思いな

がら相談に当たることが多い。 

是非よろしくお願いしたい。 

 

９ページの施策に関して、９月 23日は国際手話言語

デーというのが始まった。手話言語を皆様に知っても

らうためにブルーライトでライトアップする。松戸市、

流山市、習志野市、千葉市、市川市などでは、そういう

取組が始まっているが、野田市としての考えを伺いた

い。 

 

今回、国際手話言語デーの期間に、横断幕のような

ものを障がい者支援課で手作りし、青いＬＥＤを周り

にライトアップさせ、市民の方に広く周知する取組を

実施した。 

庁舎をライトアップするといった取組も一つ検討し

なければならないところではあるが、予算のこともあ

るため、そこまで大仕掛けなことができるのかという

こともある。障がい者週間など、障がいの関係のこと

を周知する機会が多々あるので、様々な手法を使いな

がら、市民に周知活動をやっていきたいと考えている。

ライトアップについても、機材が用意できれば実施で

きると考えているので、検討していきたいと考えてい

る。 
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福祉部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田代委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者支援課 

障がい者福祉係長 

 

 

 

 

 

猪越委員 

 

 

 

 

 

 

 

補足する。障がいに対する様々な施策として広報が

あるが、その一つでライトアップは、当然あると思っ

ている。まず、市で考えているのが、できることをす

ぐやっていく。例えば、障がい者支援課長から話があ

った横断幕、これについては手話言語だけではなくて、

４月１日の自閉症やメンタルヘルスといった方面も継

続してやっている。その中で、ライトアップについて

は、予算の関係ということではなく、飽くまでも必要

な部分についてできることからやっていき、市民の方

がより理解できるような施策を進めていきたいと思っ

ている。 

 

今回、医療的ケア児者に対する記載が増えているこ

とをとても心強く思う。感謝する。 

９ページの「６ 保健医療の推進」の「施策２ 保

健医療の充実」の野田市医療的ケアを必要とする在宅

重度身体障がい者一時入院支援事業について質問す

る。市内医療機関の包括ケア病棟におけるレスパイト

目的の入院制度を活用した事業が追加されている。こ

れは今後、この医療機関の包括ケア病棟でショートス

テイや日中一時支援などの福祉サービスを拡充してい

くという理解で間違いないか。 

 

こちらの制度については、福祉サービスの日中一時

支援や短期入所を医療機関が行うということではな

く、レスパイト目的の入院という制度が元々あるので、

それを使った場合にかかる自己負担額の助成と地域包

括ケア病棟の枠を確保していただく内容の事業になっ

ている。 

 

基本原則を受けて、基本方針に進むということだが、

８ページの教育分野は特に細かく書かれていなかった

が、基本原則１の二つ目の黒丸に障がい者の地域生活

への移行を促進するための基盤整備を進めると記載さ

れていると思う。学校での地域生活ということになる

と、お住まいの近くの小中学校や幼稚園、保育園とに

なると思うが、そういったところを地域生活と考える
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障がい者支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猪越委員 

 

 

星野委員 

 

 

 

 

障がい者支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

福祉部長 

と、小中学校では、居住地校交流を更に推進するとい

うことでよいか。最終的には自分で選択する機会の確

保ということで記載しているが、まずは、そういった

情報や経験のインプットがなければ、アウトプット、

つまりこの選択というところにはつながっていかない

かなと思うので、そういったことでよろしいか確認し

たい。 

 

基本原則１の障がい者の地域生活への移行を促進す

るための基盤整備については、障がい者の場合は、例

えば、入院や施設に入所している方が、一般家庭と同

じような性質を持つグループホームへ入居し、地域へ

移行していくということになる。共生社会の実現のた

めに、飽くまでも地域に根ざした生活を送るというと

ころが一つ大きな目標になっているため、そのような

趣旨で、今回、基本原則に記載している。御指摘のと

おり、それ以外の部分についても、地域生活への移行

として捉えられると思う。計画の中で、どこまで教育

視点での地域生活への移行を示せるかが、これから草

案を作成する際のポイントになると考えている。 

 

御説明に感謝する。是非検討していただきたいと思

う。 

 

障がいのある人に配慮したまちづくりの具体案とし

て、視覚障がいの方が道路を安全に移動できるよう、

ブロックの配置や色彩を変えることを御検討いただき

たい。 

 

ユニバーサルデザインのバリアフリーの推進として

計画に位置付ける部分があるため、そういったことが

具体的にできるかどうかも含めてこれから取りまとめ

たいと考えている。 

具体的には、恐らく安心安全な生活環境の整備の中

に出てくる項目に該当するため、計画への反映につい

て、これから検討していきたいと考えている。 

 

補足する。 
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小林会長 

 

 

 

 

 

小林会長 

 

加藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際は、既にできている道路等がある中で、それを

全て直すのは非常に難しいと思う。障がい者支援課長

の回答のとおり、ユニバーサルデザインであるとか、

千葉県の福祉計画に対応方針が位置付けられていたり

する。これから建設される建物や道路については、方

針に沿った形とするよう、指導や意見を言いたいと思

っている。 

 

ほかに質問を問うた。 

質問等なし。 

議題１について、了承としてよいか。 

 

＜異議なしの声あり＞ 

 

議題１は説明のとおり了承した。 

 

案については、今賛成したが、野田市の地域福祉計

画が障がい者基本計画の上位の位置付けと記載してあ

るが、私たちは地域福祉計画の中身を知る機会がない。

ホームページで見ることも厳しいので、例えば、総合

計画のようにダイジェスト版を配布するなど、配慮い

ただきたい。地域福祉計画の内容を見てから、障がい

者基本計画を考えたいと思っている。 

次に、骨子についても賛成したが、前回の協議会で

出た意見、例えば、選挙における投票支援カードの導

入といった具体的な文言を是非、素案に取り入れてい

ただきたい。 

最後に合同就職相談会の記載に感謝する。 

 

まず地域福祉計画については、社会福祉法に基づき

各自治体が策定している計画であり、大きく言うと障

がい者、高齢者、生活困窮者及び自殺対策等の内容が

まとまった計画となっている。ただし、現実的には、

各計画は地域福祉計画に基づいて各施策を実施してい

るのではなく、本来必要な各施策を地域福祉計画に一

つにまとめているのが現状である。今後の福祉につい

ては、どうした方が市民に対して一番分かりやすくな

るのかを検討していきたいと思っている。 
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小林会長 

 

その他について、事務局に問うた。 

事務局から説明を受けた。 

午後２時 35分閉会を宣言 

 


